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厚生労働省が示す「パワハラの内容・類型」とは？ 

従業員のみなさまへ、労働法令・施策などを分かりやすくお伝えします！ 

 【発行：●●社会保険労務士事務所】 

目指すべきは「誰もが働きやすい職場環境」をつくること！ 

●厚生労働省指針が示す「職場におけるパワハラの内容」 
 以下の①から③までの３つの要素をすべて満たすものをいい、客観的にみて、業務上必要かつ相当

な範囲で行われる適正な業務指示や指導については該当しません。 

裏面は、「パワハラの代表的な６類型」 

～要素③～就業環境が害されるもの 
 当該言動により、労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、就業環境が不快なものとなったために

能力の発揮に重大な悪影響が生じる等の当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じ

ることを指します。 

 

 社会通念に照らし、当該言動が明らかに当該事業主の業務上必要性がない、又はその態様が相当

でないものを指します。 

 「言動の目的」「言動を受けた労働者の問題行動の内容や程度」「言動の態様・頻度・継続性」など、業務上
必要かつ相当な範囲を超えたものかどうかは、さまざまな要素によって総合的に判断されます。 

～要素⓶～業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動 

 業務を遂行するに当たって、当該言動を受ける労働者が行為者とされる者に対して、抵抗や拒絶する
ことができない蓋然性が高い関係を背景として行われるものを指します。 

～要素①～優越的な関係を背景とした言動 

～はじめに～ 「パワハラ」を理解するための“ポイント” 

ポイント⓶ 

パワハラの行為者とならないための強い自覚を持つ！ 

パワハラ被害を受けた場合は、会社が示す相談窓口へ！ 

ポイント① 

ポイント③ 

ポイント④ 

従業員も「パワハラ防止」に協力する努力義務がある！ 

労働施策総合推進法に基づき、事業主は、相談窓口担当者を定める・外部機関に相談対応を委託する等の方

法により、パワハラに関する「相談窓口」を設置することになっています。厚生労働省指針に該当するような

パワハラ被害を受けた場合だけでなく、発生のおそれのある場合や、ハラスメントに該当するか否か微妙な場

合も含めて広く相談に対応するとされています。 

 パワハラは、上司から部下に対しての言動だけではありません。業務上必要な知識や経験の優位性などによ

り、部下が上司に対して行う場合も考えられます。状況により、誰もがパワハラの被害者ともなり、行為者と

もなります。厚生労働省指針により、どのような言動がパワハラにあたるかをしっかり理解しましょう。 

一方で裏面に示す「パワハラの代表的な６類型」は、あくまで代表的なものを示したものであり、実際にパ

ワハラかどうかは様々な要素によって判断されます。事業主そして従業員全員が「パワハラをしない」という

意識に留まるだけでなく、「誰もが働きやすい職場環境」を目指す強い意識を持つことが何より大切です。 

 今回のテーマは「パワーハラスメント（以下、パワハラ）」です。 

 厚生労働省指針で示されている「職場におけるパワハラの内容」「パワハラの代表的な６類型」を 

お伝えします。 

パワハラ防止に関する事項を定める労働施策総合推進法第３０条の３第４項では「労働者は、優越的言動問

題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第

一項の措置に協力するように努めなければならない」としています。なお前条第一項とは、事業主がパワハラ

防止のために、必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じることです。 
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３ 「技能検定」の実施時期 ●厚生労働省指針が示す「パワハラの代表的な６類型」 

 以下の内容は「代表的な言動の類型」であって、「該当していないから、パワハラをしてい

ない」と判断するものではありません。 
パワハラかどうかは様々な要素（目的・程度・状況等）によって総合的に判断さ

れます。 

類型① 「身体的な攻撃」に該当すると考えられる例 

・殴打、足蹴り、相手に物を投げつけること  

類型⓶ 「精神的な攻撃」に該当すると考えられる例 

・人格を否定するような言動（相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を含む） 

・業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行う 

・他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行う 

・相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を当該相手を含む複数の 

労働者宛てに送信する 

類型③ 「人間関係からの切り離し （隔離・仲間外し・無視）」 
に該当すると考えられる例 

 ・自身の意に沿わない労働者に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離し

たり、自宅研修させたりする 

・一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させる 

類型④ 「過大な要求 （業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害）」 
に該当すると考えられる例 

 
・長期間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務に直接関係のない作業を 

命ずる 

・新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの業績目

標を課し、達成できなかったことに対し厳しく叱責する 

 ・労働者に業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行わせる 

類型⑤ 「過小な要求                         」 
に該当すると考えられる例 

 
・管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる 

・気にいらない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与えない 

類型⑥ 「個の侵害（私的なことに過度に立ち入ること）」に該当すると考えられる例 

・労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりする 

・労働者の性的指向、性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労

働者の了解を得ずに他の労働者に暴露する 

（業務上の合理性なく能力や経験と 
かけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと） 
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